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資料3岸和田市景観計画の見直しについて

景観形成基準の見直しについて

景観形成基準の見直しの概要

• 「景観形成の方針」の実現性を高めるため、「景観形成基準」を地域ごとに設定

• 「景観形成基準」の実効性を高めるため、項目・文末表現を見直し

景観形成の方針

基本景観区：６区分
基本景観軸：７区分
景観配慮地区：１２区分

「景観形成の方針」の実現性を高めるため、「景観形成基準」を地域ごとに設定

良好な景観の形成のための行為の制限

景観形成基本方針

・・・景観づくりの市としての基本的な考え方・方向性

景観計画区域全域における景観形成の方針

・・・市全域で配慮すべき視点や方向性を示す方針

区域別の景観形成の方針

・・・地域特性に応じて定める区域別の目標や方針

届出対象行為

・・・届出対象となる行為・規模要件

色彩基準（カラーフレーム）

・・・景観形成基準で示す色彩の考え方

景観形成基準

・・・方針を反映させるための基準・厳守事項

反映

反映

反映

景観形成基準

市全域で一律

景観形成の方針

基本景観区：６区分
基本景観軸：７区分
景観配慮地区：１２区分＋２区分（岸之浦、山直東）

景観形成基準

基本景観区をもとに２区分
景観配慮地区で12区分＋2区分

文末表現の見直し項目の見直し

「景観形成基準」の実効性を高めるため、項目・文末表現を見直し

文末表現 指し示す内容

配慮すること 方針・方向性に係る内容

工夫すること 方法・手段に係る内容

努めること 努力義務に係る内容

基づくものとする 他の基準に係る内容

対象 項目

建
築
物
お
よ
び
工
作
物

地域特性

まちなみ特性 美観性

建築特性

機能性 配置・高さ・規模

視覚性
色彩・材料

形態・意匠

付属施設

付帯設備
屋上に設置

外壁に設置

外構・緑化
境界部

環境性 緑の創出 ※

その他

届出対象行為

市全域で一律

届出対象行為

基本景観区をもとに２区分
景観配慮地区をもとに2区分

※ 元々建築特性の項目としていた「環境性」は、
外構・緑化の 「緑の創出」として、緑化等に関す
る事項を充実。
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項目 現行計画 改訂案（R7第 2回審議会時点） 改訂案（今回）

基本景観区 景観配慮地区

市
街
地
系

里
・
自
然
系

歴史・伝統

保全
自然調和 都市的整備

岸
和
田

城
周
辺

阿
間
河

滝
周
辺

春
木
川

周
辺

久
米
田

池
周
辺

神
於
山

周
辺

牛
滝
山

周
辺

葛
城
山

周
辺

岸
之
浦

岸
和
田

旧
港

岸
和
田

駅
周
辺

国
道2

6

号
沿
道

東
岸
和

田
駅
周

辺 山
直
東

岸
和
田

丘
陵

市 里 市街地系 里・自然系 市街地系 里

地域特性

 基本景観区、基本景観軸、景観配慮地区におけ
る方針や各地域の特性（自然・社会歴史・ふるさ
と）に考慮し、建築物等の配置・規模・形態等に
ついて、地域全体として調和のとれたものとなるよう
配慮すること。

 各基本景観区、基本景観軸における方針や各地
域の特性（自然・社会歴史・ふるさと）に考慮し、
建築物等の配置・規模・形態等について、地域全
体として調和のとれたものとなるよう配慮すること。

 基本景観区、基本景観軸、景観配慮地区におけ
る方針や各地域の特性（自然・社会歴史・ふるさ
と）に考慮し、建築物等の配置・規模・形態等に
ついて、地域全体として調和のとれたものとなるよう
配慮すること。

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
 各景観配慮地区における方針や各地域の特性
（自然・社会歴史・ふるさと）に考慮し、建築物等
の配置・規模・形態等について、地域全体として調
和のとれたものとなるよう配慮すること。

まちなみ

特性

美
観
性

 境界領域に対して、まちなみの連続性等景観上の
配慮を行うこと。

 境界領域に対して、まちなみの連続性等景観上の
配慮を行うこと。

 境界領域に対して、まちなみの連続性に配慮するこ
と。 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

 建築物等の配置・意匠に工夫すること。
※「配置・高さ・規模」や「形態・意匠」の項目を設け
たため削除

 交差点、まちかどなど多くの視線を集める場所で
は、建築物の意匠に特に配慮すること。

 交差点、まちかどなど多くの視線を集める場所で
は、建築物の意匠に特に配慮すること。

 交差点、まちかど等多くの視線を集める場所では、
建築物の意匠に特に配慮すること。 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

 眺望点からの眺望に配慮したものであること。  眺望点からの眺望に配慮すること。 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

 周囲のまちなみに合わせて屋根に勾配をつけるよう
に努めること。

● ●

 外構計画においては、道路空間と一体となった賑
わい空間の創出を目的として、ベンチ及び植栽等の
ストリートファニチャーの工夫を施すこと。

 道路空間と一体となった賑わい空間の創出を目的
として、ベンチ・プランター等を設置する等、工夫する
こと。

● ● ● ●

建
築
特
性

機
能
性

配
置
・
高
さ
・
規
模

 暮らしやすさ住みやすさ等に配慮した配置及びデザ
インとなるよう工夫すること。

 暮らしやすさ住みやすさ等に配慮した配置及びデザ
インとなるよう工夫すること。

 暮らしやすさ住みやすさ等に配慮した配置及びデザ
インとなるよう工夫すること。 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

 時間の経過により味わいの出る工夫をすること。 ※「視覚性」へ移動

 ヒューマンスケールの造りとなるよう工夫すること。  ヒューマンスケールの造りとなるよう工夫すること。  ヒューマンスケールの造りとなるよう工夫すること。 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

 色彩や素材に考慮し、分節などにより威圧感を感
じさせない工夫をすること。

※「視覚性－形態・意匠」へ移動

 建築物等の配置は敷地境界線から出来る限り後
退し、ゆとりのある景観に配慮すること。ただし、旧
街道沿い等でまち並みの連続性が重視される地域
においては、この限りではない。

 敷地境界線から出来る限り後退し、ゆとりのある景
観となるように工夫すること。ただし、旧街道沿い等
でまち並みの連続性が重視される地域では、この限
りではない。

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
 敷地境界線から出来る限り後退し、ゆとりのある景
観に配慮すること。

 自然調和地区においては、敷地境界線から出来る
限り後退し、ゆとりのある景観に配慮すること。

 寺社等歴史的な建築物、樹木等の地域の景観
資源が周辺にある時は、歴史的・文化的景観を損
なわないよう適正な距離関係を保った配置とするこ
と。

 歴史的な建築物、樹木等の地域の景観資源が周
辺にある時は、歴史的・文化的景観を損なわない
よう適正な距離関係を保った配置とするよう工夫す
ること。

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

 神於山や和泉葛城山等の山並みへの眺望に配慮
した配置、規模、高さとすること。

 神於山や和泉葛城山等の山並みへの眺望に配慮
し、配置、規模、高さを工夫すること。

●
● ● ● ● ●

● ●

 自然の地形を尊重し、自然景観を阻害しないよう
な形態・配置とすること。

 自然の地形を尊重し、自然景観を阻害しない形
態・配置となるように工夫すること。 ● ● ● ● ● ● ● ● ●

 周囲から逸脱した高さにならないようにすること。
 周囲から逸脱した高さにならないように工夫するこ
と。

● ● ● ● ● ● ●

 山並みや水面等の周辺環境への眺望に配慮した
配置、高さ、規模とすること。

 海への眺望に配慮し、配置、高さ、規模を工夫する
こと。 ● ●

視
覚
性

材
料
・
色
彩

 別に定める色彩に関する景観形成基準に適合さ
せ、周辺の景観と調和させること。

 別に定める色彩基準に基づくものとする。 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

 外壁、屋根、外構等の材質、色彩等について、美
観上の配慮をすること。

 外壁、屋根、外構等の材質等について、美観上の
配慮をすること。

 外壁、屋根、外構等の材質等について、美観に配
慮をすること。 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

 時間の経過により味わいの出る工夫をすること。
（再掲）

※「機能性」「視覚性」の列を見直しに伴い項目を再
検討

 時間の経過により味わいが出るように使用する材料
に配慮すること。

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

 反射光のある素材を使用する場合は、使用する位
置や量等に配慮すること。

 反射光のある素材を使用する場合は、使用する位
置や量等に工夫すること。 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

 周辺の景観に配慮し、地域の特性に合った素材の
使用に努めること。

 周辺の景観に配慮し、地域の特性に合った素材を
使用するよう工夫すること。

● ● ● ● ● ● ● ●

橙字：現行計画の項目のうち改訂案（R7#2時点）で追加・修正した文言 赤字：今回追加・修正した文言 桃ハッチ：現行計画から削除した文言 青ハッチ：改訂案（R7#2 審議会時点）で追加・修正したが今回削除した文言
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項目 現行計画 改訂案（R7第 2回審議会時点） 改訂案（今回） 

該当箇所（今回） 

基本景観区 景観配慮地区 

市
街
地
系 

里
・
自
然
系 

歴史・伝統

保全 
自然調和 都市的整備 

岸
和
田

城
周
辺 

阿
間
河

滝
周
辺 

春
木
川

周
辺 

久
米
田

池
周
辺 

神
於
山

周
辺 

牛
滝
山

周
辺 

葛
城
山

周
辺 

岸
之
浦 

岸
和
田

旧
港 

岸
和
田

駅
周
辺 

国
道2

6

号
沿
道 

東
岸
和

田
駅
周

辺 山
直
東 

岸
和
田

丘
陵 

市 里 市街地系 里・自然系 市街地系 里 

建
築
特
性 

視
覚
性 

形
態
・
意
匠 

 周辺の景観になじまない、著しく突出した意匠とし
ないこと。 

 周辺の景観になじまない、著しく突出した意匠とし
ないこと。 

 周辺の景観になじまない、著しく突出した意匠とな
らないよう配慮すること。 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

 周辺景観に調和した意匠、色彩となるよう配慮す
ること。 

 周辺景観に調和し、全体としてバランスの取れた形
態、意匠となるよう配慮すること。 

 周辺景観に調和し、全体としてバランスの取れた形
態・意匠となるよう工夫すること。 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

 色彩や素材に考慮し、分節などにより威圧感を感
じさせない工夫をすること。（再掲） 

 壁面が長大で単調な場合等は、分節などにより威
圧感を感じさせない工夫をすること。  壁面が長大で単調な場合等は、分節等により威

圧感を感じさせない工夫をすること。 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 
 中高層建築物等では、分節や外壁に変化をつける
ことで、威圧感や単調さを軽減させること。 

 時間の経過により味わいの出る工夫をすること。
（再掲） 

※「機能性」「視覚性」の列を見直しに伴い項目を再
検討 

 時間の経過により味わいが出るような形態・意匠と
なるよう配慮すること。 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

付属施設 

 駐車場、駐輪場、屋外階段、高架水槽などの付
属施設は、配置や形態、色彩を工夫し、建築物の
意匠と一体的にするなど、周辺との調和に配慮する
こと。 

 駐車場、駐輪場、屋外階段、高架水槽、自動販
売機などの付属施設は、配置や形態、色彩を工
夫し、建築物の意匠と一体的にするなど、周辺との
調和に配慮すること。 

 屋外階段、高架水槽、自動販売機等の付属施
設は、配置や形態、色彩を工夫し、建築物の意匠
と一体的にする等、周辺との調和が図られるよう工
夫すること。 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

 駐車場、駐輪場は、周辺との調和が図られるよう
配置を工夫すること。 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

 生垣などの植栽やルーバー等により目立たないよう
配慮すること。 

 生垣などの植栽やルーバー等により目立たないよう
配慮すること。 

 生垣等の植栽やルーバー等により目立たないよう工
夫すること。 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

付
帯
設
備 

屋上  
 通りから見えない位置に設置する。やむを得ず設置
する場合は、周囲を囲うことで、目立たないようなデ
ザインとする。 

 通りから見えない位置に設置する。やむを得ず設置
する場合は、周囲を囲うことで、目立たないようなデ
ザインとなるように工夫すること。 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

外壁 

 クーラーの室外機、給排水管、ダクトなどの屋外付
帯設備は、道路等の公共空地から目立たないよう
に配慮すること。 

 エアコンの室外機、給排水管、ダクトなどの屋外付
帯設備は、道路等の公共空地から目立たないよう
に配慮すること。 

 クーラーの室外機、給排水管、ダクト等の屋外付帯
設備は、道路等の公共空地から目立たないように
工夫すること。 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

 配水管等は見えにくい位置に配置するよう工夫す
ること。 

 配水管等は見えにくい位置に設置するよう工夫す
ること。 

 配水管等は見えにくい位置に設置するよう工夫す
ること。 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

 バルコニーなどは、景観を損なうものが直接見えにく
い構造・意匠とすること。 

 バルコニーなどは、景観を損なうものが直接見えにく
い構造・意匠とすること。 

 バルコニー等は、景観を損なうものが直接見えにくい
構造・意匠となるよう工夫すること。 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

外
構
・
緑
化 

境界部 

 
 塀、柵等を設ける場合は、良好な周辺の景観と調
和した形態、意匠とする。また、隣接する敷地との
連続性に配慮すること。 

 塀、柵等を設ける場合は、良好な周辺の景観と調
和した形態、意匠となるように工夫すること。また、
隣接する敷地との連続性が確保されるように工夫
すること。 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

  
 既存の水路をできるだけ開渠で保全するよう努める
こと。    ●             

環
境
性 

緑
の
創
出 

 道路等の公共空間から眺めることの出来る箇所
は、できるだけ生垣などにより緑化に努めること。 

 道路等の公共空間から眺めることの出来る箇所
は、できるだけ生垣などにより緑化に努めること。 

 道路等の公共空間から眺めることの出来る箇所
は、できるだけ生垣等により緑化に努めること。 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

 屋上などの活用も考慮し、緑が豊かであるような配
慮をすること。 

 屋上などの活用も考慮し、緑が豊かであるような配
慮をすること。 

 壁面・屋上等の活用も考慮し、緑が豊かであるよう
に工夫すること。 ●    ● ●    ● ● ● ● ● ● ● 

  
 河川・ため池に面した箇所は、できるだけ緑化に努
めること。     ● ● ●          

   既存樹木を活かすよう工夫すること。       ● ● ●        

その他 

 建物看板などは、材料、大きさ、色彩、設置場
所、数量に考慮し、周囲と調和するよう配慮するこ
と。 

 建物看板などは、材料、大きさ、色彩、設置場
所、数量に考慮し、周囲と調和するよう配慮するこ
と。 

 建物看板等は、材料、大きさ、色彩、設置場所、
数量に考慮し、周囲と調和するよう工夫すること。 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

  
 屋外への堆積行為は、できるだけ低くし、囲いを設
ける等、道路から見えないよう工夫すること。 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

 
 太陽光発電設備のうち、大規模でないものや建築
物に付属、付帯させるもの（屋上や屋根に設置す
るものなど）は誘導基準に基づくものとする 

 太陽光発電設備のうち届出対象行為に該当しな
いものは誘導基準に基づくものとする。 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

橙字：現行計画の項目のうち改訂案（R7#2時点）で追加・修正した文言 赤字：今回追加・修正した文言 桃ハッチ：現行計画から削除した文言 青ハッチ：改訂案（R7#2 審議会時点）で追加・修正したが今回削除した文言  
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